
   令和６年４月  

 定時制生徒及び保護者様 

                  飛騨高山高等学校長（定時制） 

 

非常変災時（警報発令時等）における対応について 

 

見出しの件につきましては、次のようになっておりますので、ご確認くださいますよう、

お願いいたします。  

 

１ 登校に関して 

(1) 警報が午後１時の時点で発令されている場合は臨時休校とし、すぐーるで連絡します。 

(2) 警報が午後１時以降始業前までに発令された場合は臨時休校とし、すぐーるで連絡し

ます。 

(3) 警報が午後１時以降に発令される可能性がある場合は、その対応についてすぐーるで 

連絡します。 

(4) 警報が午後１時より前に解除された場合は、平常授業とします。 

   

 ※すぐーるに登録されていない生徒には電話で連絡します。  

 

２ 下校に関して 

(1) 警報発令時及び発令が予想される場合 

(ｱ) 生徒が安全に帰宅できると判断した場合は、すみやかに帰宅させます。  

（台風または大雪による非常変災時に限る。） 

(ｲ)生徒が安全に帰宅できない状況がある場合には、学校待機とします。  

(2) 警報解除後、交通機関、道路及び生徒の居住地域等の安全を確認したら帰宅さ 

せます。 

(3) 帰宅したら速やかに学校に連絡を入れてください。基本的にはすぐーるのアンケー

ト機能を利用して連絡をお願いします。  

     連絡先 ☎０５７７－３２－５７３８（定時制直通） 

３ その他 

警報発令がなくても、通学路において登校に危険が予想されるとき、利用する交通機関

が全面的に停止のとき、及び自家の被害が著しいときには登校には及びません。その場合

は学校へ連絡を入れてください。 

  

 

   

＊すぐーる未登録の方は登録いただきますようお願いします。 

 緊急時はすぐーるで情報を配信しますので、ご確認ください。                


